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【ＦＩ】
   Ｇ０４Ｒ   20/02     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成30年6月20日(2018.6.20)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項６】
　請求項５に記載の電子時計において、
　前記状態情報は、前記受信処理の実施が許可される状態である受信許可状態情報と、前
記受信処理が禁止される状態である受信禁止状態情報と、を含み、
　前記表示制御部は、
　前記電池残量検出部で検出された前記電池残量が、前記温度検出部で検出された前記温
度に対して設定された閾値以上の場合は、前記状態情報表示部に前記受信許可状態情報を
表示させ、
　前記電池残量が前記閾値未満の場合は、前記状態情報表示部に前記受信禁止状態情報を
表示させる
　ことを特徴とする電子時計。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１８】
　本発明の電子時計において、前記状態情報は、前記受信処理の実施が許可される状態で
ある受信許可状態情報と、前記受信処理が禁止される状態である受信禁止状態情報と、を
含み、前記表示制御部は、前記電池残量検出部で検出された前記電池残量が、前記温度検
出部で検出された前記温度に対して設定された閾値以上の場合は、前記状態情報表示部に
前記受信許可状態情報を表示させ、前記電池残量が前記閾値未満の場合は、前記状態情報
表示部に前記受信禁止状態情報を表示させることが好ましい。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６４
【補正方法】変更
【補正の内容】
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【００６４】
　測時受信制御部６６２は、受信部５０を制御して測時受信処理を行う。
　測位受信制御部６６３は、受信部５０を制御して測位受信処理を行う。
　受信成功判定部６６４は、測時受信制御部６６２による測時受信処理および測位受信制
御部６６３による測位受信処理が成功したか否かを判定する。例えば、所定時間が経過し
てもＧＰＳ衛星Ｓを捕捉できない場合や、時刻情報や位置情報を取得できない場合に、受
信処理が成功していないと判定する。また、測時受信処理時には、受信成功判定部６６４
は、受信した衛星信号から取得した時刻情報（Ｚカウント）と、ＲＴＣ６８の時刻データ
とが整合するかを比較し、あまりにも差が大きい場合は、誤修正防止の確認のためにさら
に６秒後の次のサブフレームのＺカウントを取得して比較したり、捕捉した衛星が複数あ
れば、各Ｚカウントを比較することなどして、時刻データの整合が取れたかを判定する。
時刻情報修正部６１０は、受信成功判定部６６４で整合が取れたと判定された場合に、時
刻修正を行う。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００６８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００６８】
　図７および図８に、受信処理として測位受信処理を実施した際の、電池電圧の時間変化
と、温度との関係の一例を示す。図７は、温度が２０℃、０℃、－２０℃の場合のそれぞ
れについて、図８は、温度が－２０℃の場合について例示している。また、図７は、受信
処理の開始時の電池電圧が３．６Ｖの場合について、図８は、３．７Ｖの場合について例
示している。
　図７に示すように、受信処理開始時の電池電圧が３．６Ｖの場合、温度が０℃以上の場
合では、測位受信処理を実施したとしても、システムダウンが発生しないシステム維持電
圧（例えば１．８Ｖ）以上に、電池電圧を維持することができる。しかしながら、温度が
－２０℃では、測位受信処理による電圧降下により電池電圧が、システム維持電圧を下回
る。
　一方、図８に示すように、受信処理開始時の電池電圧が３．７Ｖの場合、温度が－２０
℃の場合でも、測位受信処理を実施したとしても、システム維持電圧以上に電池電圧を維
持することができる。
　以上から、本実施形態では、一例として、温度閾値を０℃に設定した場合、温度閾値以
上の第１温度範囲に対して第１電圧閾値として３．６Ｖを採用し、温度閾値未満の第２温
度範囲に対して第２電圧閾値として３．７Ｖを採用している。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８２
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８２】
［受信処理手順］
　以下、本実施形態においても、第１実施形態と同様に、受信処理として測時受信処理が
実施される場合の処理について図１０に基づいて説明する。
　本実施形態では、複数の温度閾値として第１温度閾値（例えば０℃）および第２温度閾
値（－１０℃）が設定されている。そして、第１温度閾値以上の第１温度範囲に第１電圧
閾値（例えば３．６Ｖ）、第１温度閾値未満かつ第２温度閾値以上の第２温度範囲に第２
電圧閾値（例えば３．６５Ｖ）、および第２温度閾値未満の第３温度範囲に第３電圧閾値
（例えば３．７Ｖ）がそれぞれ設定されている。すなわち、受信許可判定部６６１は、検
出された温度が上記複数の温度範囲のいずれに該当するかを判断し、電池電圧が当該温度
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範囲に対して設定された電圧閾値以上の場合に受信処理を実施する。
【手続補正６】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００８３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００８３】
　図１０に示すように、受信指示部６３０は、前述のように所定の操作が実施された場合
（手動受信タイミング）や、所定の条件を満たした場合（自動受信タイミング）に、測時
受信処理の実施する旨の受信指示を温度検出制御部６５０に出力する（Ｓ１１）。
　Ｓ１１で受信指示が出力されると、温度検出制御部６５０は、温度検出部６７を作動し
て温度を検出する（Ｓ１２）。
　受信許可判定部６６１は、検出された温度が第１温度閾値（例えば０℃）以上か否かを
判定する（Ｓ１３）。
【手続補正７】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００９５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００９５】
　すなわち、受信許可判定部６６１は、検出された温度が温度閾値以上か否かを判定する
（Ｓ３０）。
　受信許可判定部６６１は、Ｓ３０で検出された温度が温度閾値以上（ＹＥＳ）と判定す
ると、次に、検出された電池電圧が、第１測位電圧閾値以上か否かを判定する（Ｓ３１）
。受信許可判定部６６１は、Ｓ３１で電池電圧が第１測位電圧閾値以上（ＹＥＳ）と判定
すると、測位受信処理を許可し、受信制御部６６０は、測位受信処理を実施する（Ｓ６０
）。測位受信処理Ｓ６０については後述する。
　一方、受信許可判定部６６１は、Ｓ３１で電池電圧が第１測位電圧閾値未満（ＮＯ）と
判定すると、測位受信処理を禁止する。
　そして、表示制御部６２０は、通常モードにおいて秒を指示していた秒針３１を移動し
、受信処理が禁止されたことを示す受信禁止状態情報として「Ｎ」を表示させ、制御部６
１は、受信処理を終了させる（Ｓ３２）。
【手続補正８】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１３
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１３】
　表示制御部６２０は、Ｓ７５で温度が第１閾値以上（ＹＥＳ）と判定すると、指針４Ｂ
を移動させてＬ４を指示し、状態情報表示部にＬ４を表示させる（Ｓ７６）。
　一方、表示制御部６２０は、Ｓ７５で温度が第１閾値未満（ＮＯ）と判定すると、次に
、電池電圧が第２閾値以上か否かを判定する（Ｓ７７）。
　表示制御部６２０は、Ｓ７７で温度が第２閾値以上（ＹＥＳ）と判定すると、指針４Ｂ
を移動させて状態情報表示部にＬ３を表示させる（Ｓ７８）。
　一方、表示制御部６２０は、Ｓ７７で温度が第２閾値未満（ＮＯ）と判定すると、次に
、電池電圧が第３閾値以上か否かを判定する（Ｓ７９）。
　表示制御部６２０は、Ｓ７９で温度が第３閾値以上（ＹＥＳ）と判定すると、指針４Ｂ
を移動させて状態情報表示部にＬ２を表示させる（Ｓ８０）。
　一方、表示制御部６２０は、Ｓ７９で温度が第３閾値未満（ＮＯ）と判定すると、次に
、電池電圧が第４閾値以上か否かを判定する（Ｓ８１）。
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　表示制御部６２０は、Ｓ８１で温度が第４閾値以上（ＹＥＳ）と判定すると、指針４Ｂ
を移動させて状態情報表示部にＬ１を表示させる（Ｓ８２）。
　一方、表示制御部６２０は、Ｓ８１で温度が第４閾値未満（ＮＯ）と判定すると、指針
４Ｂを移動させて状態情報表示部にＬ０を表示させる（Ｓ８３）。
　表示制御部６２０は、Ｓ７６、Ｓ７８、Ｓ８０、Ｓ８２、およびＳ８３で状態情報を表
示させた後、Ｓ７１に戻り、以降の処理を繰り返し、判定結果に応じた状態情報を状態情
報表示部に表示させる。
【手続補正９】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１４】
［第４実施形態の作用効果］
　表示制御部６２０は、検出された温度、かつ、検出された電池電圧残量に対応する電圧
範囲に対応する状態情報を、状態情報表示部に表示させる。これにより、電池残量や温度
に応じた電子時計の状態情報を表示させることができる。例えば、受信処理を実施するた
めに電池残量が不足している場合、充電が必要であることを予め使用者に知らせることが
でき、利便性を向上させることができる。また、使用者は、表示内容に応じて充電が必要
と判断した場合は、予め充電を実施することにより、電池残量不足により受信処理等の各
種処理が実施されないことを抑制でき、各種処理の実施機会を増大させることができる。
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